
宮城 HACCP 導入・実践支援制度（みやぎチャレンジ HACCP）実施要綱 

  

（目 的） 

第１ この要綱は，食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４６号。以下「改

正法」という。）のうち，公衆衛生上必要な措置に関する規定が令和２年６月１日に施行さ

れることから，食品等事業者が危害分析・重要管理点方式（以下「HACCP」という。）に

沿った衛生管理を実施するに当たり，HACCP の導入及び実践を支援することにより，そ

の定着を図り，食品の安全性を向上させることを目的とする。 

 

（定 義） 

第２ この要綱において，「食品等事業者」とは，改正法第１条の規定による改正後の食品衛

生法（以下「新食品衛生法」という。）第４条第８項で規定する営業者及び第６２条第３項

に基づく準用規定が適用される者，改正法第３条の規定による改正後のと畜場法（以下「新

と畜場法」という。）に基づくと畜場の設置者，管理者又はと畜業者等並びに改正法第４条

の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（以下「新食鳥処

理法」という。）に基づく食鳥処理業者をいう。 

 

（対 象） 

第３ この要綱で定める支援制度の対象者は，次に定める者とする。 

(１) 宮城県内（仙台市を除く。）で事業を行う食品等事業者のうち，新食品衛生法第５０

条の２第１項第２号，新と畜場法第６条第１項第２号，同法第９条第１項第２号及び

新食鳥処理法第１１条第１項第２号で規定する食品衛生上の危害の発生を防止するた

めに特に重要な工程を管理するための取組（以下「HACCP に基づく衛生管理」とい

う。）を現に行っている者又はこれから事業を行おうとする者。 

(２) 宮城県内（仙台市を除く。）で事業を行う食品等事業者のうち，新食品衛生法第５０

条の２第１項第２号で規定する食品衛生上の危害の発生を防止するためにその取り扱

う食品の特性に応じた取組，及び新食鳥処理法第１１条第１項第２号で規定するその

食鳥処理をする食鳥の羽数に応じた取組（以下「HACCP の考え方を取り入れた衛生

管理」という。）を現に行っている者又はこれから事業を行おうとする者。 

 

（支援内容） 

第４ 食品等事業者への支援は，次によるものとする。 

(１) 相談対応による支援 

(２) 講習会による支援 

 

（相談対応による支援） 

第５ 相談対応による支援は，次によるものとする。 

(１) HACCP に沿った衛生管理未導入者への導入支援は次のとおりとする。 



イ HACCP に基づく衛生管理を行おうとする食品等事業者（「HACCP の考え方を取

り入れた衛生管理」から移行しようとする食品等事業者を含む。）に対し，衛生管理

計画（コーデックス HACCP７原則を含む。）及び必要に応じて手順書の作成に関す

る助言を行う。 

ロ HACCP の考え方を取り入れた衛生管理を行おうとする食品等事業者に対し，業

種別手引書の説明や衛生管理計画及び必要に応じて手順書の作成に関する助言を行

う。 

(２) HACCP に沿った衛生管理導入者へのブラッシュアップ支援は次のとおりとする。 

イ HACCP に基づく衛生管理を行っている食品等事業者に対し，記録の作成・保管，

衛生管理計画及び手順書の効果の検証並びに見直しに関する助言を行う。また，必

要に応じて施設確認を行う。 

ロ HACCP の考え方を取り入れた衛生管理を行っている食品等事業者に対し，記録

の作成・保管，衛生管理計画及び手順書等の効果の検証並びに見直しに関する助言

を行う。また，必要に応じて施設確認を行う。 

 

（講習会による支援） 

第６ 農業協同組合，漁業協同組合，商工会議所等の各団体の構成員及び食品等事業者の従

業員を対象に，HACCP に関する制度説明や導入・実践支援を目的とした講習会を実施す

る。 

 

（受付窓口の設置） 

第７ 食と暮らしの安全推進課，県内（仙台市を除く。）の各保健所（支所）及び食肉衛生検

査所に受付窓口を設置する。 

２ 各受付機関の支援対象は次表のとおりとする。 

受付機関 支援対象 
 

講習会対象 

食と暮らしの安

全推進課 

県内に複数の施設等を有する食

品等事業者の代表者等 
開催場所が仙台市内の場合 

各保健所（支所） 

管轄市町村に施設を有する食品

等事業者又はこれから事業を行

おうとする者 

開催場所が管轄市町村の場合 

食肉衛生検査所 

管轄すると畜場の設置者，管理者

又はと畜業者等及び食鳥処理業

者若しくはと畜場又は食鳥処理

場を設置しようとする者 

県内 

 

（対応日時） 

第８ 第４に定める支援は，原則として毎週月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午

後５時までの間に行うものとする。ただし，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日及び１２月２９日から１月３日までの期間を除く。 

 



（申込の方法） 

第９ 第４に定める支援の申込みは，原則として予約制とし，予約方法は次のとおりとする。 

(１) 相談申込者は，申込書（様式第１号）に相談区分，相談内容，希望日時等を記載し，

ファクシミリ又は電子メール等で受付機関に提出するものとする。 

(２) 予約受付は，第４（１）に基づく支援については原則として希望日時の２週間前ま

で，第４（２）に基づく支援については１ヶ月前までとする。 

(３) 受付機関は，日程調整後に，申込者に対して受付が完了した旨をファクシミリ又は

電子メール等で通知する。 

 

（留意事項） 

第１０ 相談申込者は申込書の相談内容について，できる限り具体的かつ簡潔に記載するも

のとする。 

２ 相談対応及び講習会に要する時間は，原則として次表に掲げる範囲内とする。 

３ 講習会は，概ね受講者１０人以上を開催の目安とする。 

４ 受付機関は，相談申込者に対し，当日又は事前に次表に掲げる資料のほか，必要と認め

る資料の提出を求めることができる。 

HACCP に沿った衛生

管理未導入者への導

入支援 

HACCP に基づく衛生管理を行お

うとする食品等事業者 

自己点検表 

（参考様式第１号） 

製品説明書 

製造工程図 

施設図面 

HACCP の考え方を取り入れた衛

生管理を行おうとする食品等事業

者 

自己点検表 

（参考様式第２号） 

製品一覧 

HACCP に沿った衛生

管理導入者へのブラ

ッシュアップ支援 

HACCP に基づく衛生管理を行っ

ている食品等事業者 

自己点検表 

（参考様式第１号） 

製品説明書 

製造工程図 

施設図面 

衛生管理計画 

手順書 

相 

談 

対 

応 

HACCPに沿った衛生管理

未導入者への導入支援 

HACCP に基づく衛生管理を行お

うとする食品等事業者 
６０分 

HACCP の考え方を取り入れた衛

生管理を行おうとする食品等事業

者 

３０分 

HACCPに沿った衛生管理

導入者へのブラッシュア

ップ支援 

HACCP に基づく衛生管理を行っ

ている食品等事業者 
１２０分 

HACCP の考え方を取り入れた衛

生管理を行っている食品等事業者 
６０分 

講 習 会 ３０～１２０分 



各種記録 

自主検査結果 

HACCP の考え方を取り入れた衛

生管理を行っている食品等事業者 

自己点検表 

（参考様式第２号） 

製品一覧 

衛生管理計画 

手順書 

各種記録 

自主検査結果 

 

（記録作成・保存） 

第１１ 受付機関は様式第２号により対応概要を記録する。 

２ 毎年度完結した事案について関係書類を整理し，３年間保存する。 

 

（みやぎチャレンジＨＡＣＣＰマーク） 

第１２ 受付機関は第４（１）に基づき支援した事業者のうち，次項の配布基準を満たした

場合はマーク区分に応じた「みやぎチャレンジ HACCP マーク」（様式第３号）を施設に対

して１部配布する。 

２ 配布基準及びマーク区分は次表のとおりとする。 

衛生管理区分 

相談区分 
HACCP に基づく衛生管理 

HACCP の考え方を取り入れ

た衛生管理 

HACCP に 沿

った衛生管理

未導入者への

導入支援 

配布 

基準 

 衛生管理計画（コーデック

ス HACCP７原則を含む。）

及び必要に応じて手順書が

作成されていること。 

 業種別手引書に基づく衛生

管理計画が作成されている

こと。 

マーク 

区分 
導 A 導 B 

HACCP に沿っ

た衛生管理導

入者へのブラ

ッシュアップ

支援 

配布 

基準 

 施設確認が実施されている

こと。 

 記録が作成・保管されてい

ること。 

 衛生管理計画及び必要に応

じて手順書の見直し（コー

デックス HACCP 原則６の

実施を含む。）が行われてい

ること。 

 施設確認が実施されている

こと。 

 記録が作成・保管されてい

ること。 

 衛生管理計画及び必要に応

じて手順書の見直しが行わ

れていること。 

マーク 

区分 
BrA BrB 

３ 前２項の配布基準を満たさない場合は事業者へ指導を行い，配布基準を満たしたことを

確認した後にみやぎチャレンジ HACCP マークを配布するものとする。 

４ 電子データでの配布を希望する事業者は，電子データ交付申請書（様式第４号）を管轄

する受付機関の長に提出するものとする。 

５ 電子データは次に掲げるものに表示することができる。 

(１) 施設 



(２) 名刺 

(３) 広報物 

(４) ホームページ 

(５) その他知事が認めるもの 

 

（実績報告） 

第１３ 受付機関（食と暮らしの安全推進課を除く。）は対応実績を四半期毎に取りまとめの

上，様式５号により食と暮らしの安全推進課に翌月１０日まで報告するものとする。 

 

（普及啓発） 

第１４ 受付機関はホームページや広報紙を通じて制度の普及啓発に努めるものとする。 

２ 食と暮らしの安全推進課は，相談対応及び講習会実施件数やマークの配布件数等の実績

を公表し，制度の推進を図るものとする。 

 

（その他） 

第１５ この要綱に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は，令和２年４月１日から施行する。 

 

 


